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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材上に形成された体積ホログラム層と、前記体積ホログラム層上に形成
された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって、前記熱接着層が熱接着性を有
する合成樹脂と、平均粒子径が前記熱接着層の膜厚より小さい微粒子とを含有し、
　前記微粒子が、熱可塑性を有し、かつガラス転移温度が１２０℃以上の有機微粒子であ
り、さらに前記微粒子が、熱架橋性基および光架橋性基を有しないものであることを特徴
とする体積ホログラム転写箔。
【請求項２】
　前記熱接着層の膜厚が１μｍ～１１μｍの範囲内であり、かつ前記微粒子の平均粒子径
が０．０５μｍ～１０μｍであることを特徴とする請求項１に記載の体積ホログラム転写
箔。
【請求項３】
　前記微粒子が、着色剤では無いものであることを特徴とする請求項１または請求項２に
記載の体積ホログラム転写箔。
【請求項４】
　前記体積ホログラム層の２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内、１２
０℃における破断点伸度が０．５％～３０％の範囲内であり、かつ前記熱接着層の２５℃
における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内であり、
　前記体積ホログラム層の各温度における破断点伸度は、幅５ｍｍ～１０ｍｍの範囲内、
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長さ２０ｍｍ～５０ｍｍの範囲内、かつ、厚さ２０μｍ～１００μｍの範囲内である試験
片を用いて、引っ張り速度２ｍｍ／ｍｉｎで測定されたものであり、
　前記熱接着層の２５℃における破断点伸度は、幅２５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、かつ、厚さ
２０μｍの試験片を用いて、引っ張り速度２ｍｍ／ｍｉｎで測定するＪＩＳ－Ｋ－７１２
７に準じた測定方法で測定されたものであることを特徴とする請求項１から請求項３まで
のいずれかの請求項に記載の体積ホログラム転写箔。
【請求項５】
　前記基材と、前記体積ホログラム層との間に剥離層を有することを特徴とする請求項１
から請求項４までのいずれかの請求項に記載の体積ホログラム転写箔。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばセキュリティー用途等に用いられる体積ホログラム転写箔に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ホログラム転写箔のほとんどが、表面の凹凸からなる表面レリーフ型ホログラム
を使用しており、また、その一般的な構成としては、基材、剥離層、表面レリーフ型ホロ
グラム層、反射性薄膜層、感熱性接着層が順次積層されている。ホログラム転写箔は、そ
の熱転写（単に転写、ホットスタンプともいう）時に、基材以外の剥離層、ホログラム層
、熱接着層等の層が加熱金型に従って切れることから、箔切れ性が良好で、確実にホログ
ラムが被転写体に転写されることが必要である。一般的なレリーフ型のホログラム転写箔
の箔切れ性は良好であり、多くの用途に使用されている。
【０００３】
　一方、体積ホログラムに関して使用することが可能な材料としては、銀塩材料、フォト
ポリマー等があり、一般的に大量生産にはドライプロセスによる製造が可能であるフォト
ポリマーが使用されている。しかしながら、該フォトポリマーは、ホログラムの画像を明
るくするために屈折率変調値（Δｎ）を大きくする必要があり、膜を低粘度とし、体積ホ
ログラムを形成する際、モノマー等を層内で移動させることから、塗膜自体の硬度が低い
。したがって、箔切れ性が悪く、転写性が不安定となることから、体積ホログラムの転写
箔化は極めて困難であるという問題があった。
【０００４】
　また、この問題を解決するため、体積ホログラムの材料自体を改良して材料硬度を向上
させた場合であっても、転写性を完全に改善することは難しく、さらに塗膜硬度を上げる
ことによって屈折率変調が十分に行うことができず、ホログラムが暗くなるという問題も
あった。
【０００５】
　また、予め転写する部分の剥離層、ホログラム層、熱接着層等へスリットを入れ、転写
時に加熱金型に沿ってスリット線から剥離させることで、箔切れ性を改良したものが知ら
れている。しかしながら、この方法によれば、スリットを入れるためのスリット型、およ
びスリット工程を必要とすることから、時間とコストがかかるという問題があった。
【０００６】
　またさらに、本発明者等によって、ホログラム層を特定の破断点伸度を有する材料に限
定した体積ホログラム転写箔を提案されている（特許文献１参照）。しかしながら、この
方法においても、転写箔とした際に、熱接着層として柔軟な熱可塑性樹脂を用いることが
多いことから、箔切れ性に問題がある場合があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２７２２９５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　以上のことから、箔切れ性が良好であり、被転写体に容易に転写することが可能な体積
ホログラム転写箔の提供が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、基材と、前記基材上に形成された体積ホログラム層と、上記体積ホログラム
層上に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって、上記熱接着層が熱
接着性を有する合成樹脂と、平均粒子径が上記熱接着層の膜厚より小さい微粒子とを含有
することを特徴とする体積ホログラム転写箔を提供する。
【００１０】
　本発明によれば、上記熱接着層中に、上記微粒子を含有させることにより、上記熱接着
層に脆性を付与することができ、ホログラム像の明るさを保ったまま、良好な箔切れ性を
有する体積ホログラム転写箔とすることができるのである。また、上記微粒子の平均粒子
径が上記範囲であることにより、上記熱接着層の平滑性、または熱接着層と体積ホログラ
ム層および被着体との密着力を損なうことなく、良好な転写性を得ることが可能となる。
【００１１】
　上記発明においては、上記熱接着層の膜厚が１μｍ～１１μｍの範囲内であり、かつ上
記微粒子の平均粒子径が０．０５μｍ～１０μｍであることが好ましい。上記微粒子の平
均粒子径が、上記範囲内より小さい場合には、熱接着層に脆性を付与することが困難とな
るからであり、また上記範囲より大きい場合には、分散性が悪く、熱接着層の平滑性が損
なわれ、ホログラム像に悪影響を及ぼす可能性があるからである。
【００１２】
　また、上記発明においては、上記微粒子が、熱架橋性基および光架橋性基を有しないも
のとすることができる。上記微粒子が、上記架橋性を有しないことによって、体積ホログ
ラムの転写の際の応力によって、上記微粒子と上記合成樹脂との間にクラックが生じやす
く、熱接着層により大きな脆性を付与することが可能となるからである。
【００１３】
　またさらに、上記発明においては、上記体積ホログラム層の２５℃における破断点伸度
が０．５％～１５％の範囲内、１２０℃における破断点伸度が０．５％～３０％の範囲内
であり、かつ上記熱接着層の２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内であ
り、上記体積ホログラム層の各温度における破断点伸度は、幅５ｍｍ～１０ｍｍの範囲内
、長さ２０ｍｍ～５０ｍｍの範囲内、かつ、厚さ２０μｍ～１００μｍの範囲内である試
験片を用いて、引っ張り速度２ｍｍ／ｍｉｎで測定されたものであり、上記熱接着層の２
５℃における破断点伸度は、幅２５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、かつ、厚さ２０μｍの試験片を
用いて、引っ張り速度２ｍｍ／ｍｉｎで測定するＪＩＳ－Ｋ－７１２７に準じた測定方法
で測定されたものであることが好ましい。上記熱接着層の破断点伸度を、ホログラム層の
上記破断点伸度と同等、またはそれ以下にすることで、ホログラム像の明るさを保ったま
ま、良好な箔切れ性を持たせて、被転写体へ容易に転写することのできる転写性が改善さ
れた体積ホログラム転写箔とすることができるからである。
【００１４】
　また、上記発明においては、上記微粒子が、熱可塑性を有し、かつガラス転移温度が１
２０℃以上の有機微粒子であってもよい。これにより、熱接着層を箔切れ性の良好な層と
することができるからである。
【００１５】
　また、上記微粒子が、樹脂ビーズ顔料であってもよい。これにより、意匠性に優れた背
景を有する体積ホログラム転写箔とすることが可能となるからである。
【００１６】
　またさらに、上記微粒子が、蛍光性微粒子であってもよい。これにより、体積ホログラ
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ム層に紫外線を照射した際に、熱接着層を発光させることが可能となり、特異な背面を有
するホログラム層を形成することが可能となるからである。
【００１７】
　また、本発明は上記基材と、上記体積ホログラム層との間に剥離層を有するものであっ
てもよい。これにより、良好な箔切れ性と、良好な剥離性とを有する体積ホログラム転写
箔とすることができるからである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、熱接着層の破断点伸度を、ホログラム層の上記破断点伸度と同等、ま
たはそれ以下にすることで、ホログラム像の明るさを保ったまま、良好な箔切れ性を持た
せて、被転写体へ容易に転写することのできる転写性が改善された体積ホログラム転写箔
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の体積ホログラム転写箔の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の体積ホログラム転写箔の他の例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の体積ホログラム転写箔の他の例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の体積ホログラム転写箔の転写の一例を示す概略断面図である。
【図５】本発明の体積ホログラム転写箔の他の例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、体積ホログラム転写箔に関するものである。以下、詳しく説明する。本発明
の体積ホログラム転写箔は、２つの態様がある。第１の態様としては、基材と、上記基材
上に形成された体積ホログラム層と、上記体積ホログラム層上に形成された熱接着層とを
有する体積ホログラム転写箔であって、上記体積ホログラム層の２５℃における破断点伸
度が０．５％～１５％の範囲内、１２０℃における破断点伸度が０．５％～３０％の範囲
内であり、かつ上記熱接着層の２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内で
あるものであり、第２の態様としては、基材と、上記基材上に形成された体積ホログラム
層と、上記体積ホログラム層上に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔で
あって、上記熱接着層が熱接着性を有する合成樹脂と、平均粒子径が上記熱接着層の膜厚
より小さい微粒子とを含有するものである。
【００２１】
　ここで、本発明の体積ホログラム転写箔としては、上記どちらの態様においても、例え
ば図１に示すように、基材１と、その基材１上に形成された体積ホログラム層２と、その
体積ホログラム層２上に形成された熱接着層３（ヒートシール層ともいう。）とを有する
ものであれば、特に限定されるものではなく、例えば図２に示すように、基材１と、その
基材１上に形成された体積ホログラム層２とその体積ホログラム層２上に形成されたプラ
イマー層４と、そのプライマー層４上に形成された熱接着層３とを有するものであっても
よい。またさらに例えば図３に示すように、基材１と体積ホログラム層２との間に剥離層
５を有するものであってもよい。体積ホログラム層と基材との間に剥離層を設けると、熱
転写時に基材と体積ホログラム層との剥離性が安定することから好ましい。また、上記剥
離層と体積ホログラム層との密着性を向上させるために、さらにプライマー層を間に設け
てもよい。
【００２２】
　また、上記どちらの態様においても、本発明の体積ホログラム転写箔を用いて転写を行
う場合、例えば図４に示すように、ホログラムを付与しようとする被転写体６の表面に、
本発明のホログラム転写箔を該転写箔の熱接着層３が接するように重ね合わせ、ホログラ
ムを付与しようとする部分の転写箔の基材１側からスタンパ（転写型）７で加熱、加圧し
て、所望部分の熱接着層３を溶融接着させる。その後、転写箔を剥離することにより、体
積ホログラム層２および熱接着層３が破断して、所望部分の転写層のみが転写され、被転
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写物表面にホログラムを付与することができる。この際、体積ホログラム層２および熱接
着層３が容易に破断することが重要でり、本発明では破断のしやすさを破断点伸度で表す
。
【００２３】
　本発明によれば、どちらの態様においても、箔切れ性の良好な体積ホログラム転箔とす
ることができる。以下、それぞれの態様についてわけて説明する。
【００２４】
　１．第１の態様
　まず、本発明の体積ホログラム転写箔の第１の態様について説明する。本発明の体積ホ
ログラム転写箔の第１の態様は、基材と、上記基材上に形成された体積ホログラム層と、
上記体積ホログラム層上に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって
、上記体積ホログラム層の２５℃および１２０℃における破断点伸度が所定の範囲内であ
り、かつ上記熱接着層の２５℃における破断点伸度が所定の範囲内であるものである。
【００２５】
　ここで、従来の体積ホログラム転写箔は、体積ホログラム層として柔軟性を有する材料
を用いなければならず、また、鮮明なホログラム像を得るために、ホログラム層の層厚を
大きくする必要があったことから、箔切れ性が悪く、転写性が非常に不安定であった。そ
こで、体積ホログラム層の材料自体を改良して材料硬度を向上させることは可能であるが
、塗膜硬度を上げすぎると、ホログラム像の明るさが低下し、ホログラム像の明るさを保
ったまま転写性を改善するのは困難であった。また、本出願人は、ホログラム層を特定の
破断点伸度を有する材料に限定した体積ホログラム転写箔を特開２０００－２７２２９５
号公報で開示している。しかしながら、熱接着層に柔軟な熱可塑性樹脂が用いられること
から、体積ホログラム転写箔全体としては、箔切れ性が十分でない場合があり、被転写体
への転写性の向上が望まれていた。
【００２６】
　そこで、本発明者等は、特開２０００－２７２２９５号公報の開示発明をさらに研究し
た結果、体積ホログラム層に加えて、熱接着層の破断点伸度を限定することで、箔切れ性
が改良されて、被転写体への転写性が向上することを見出し、本発明に至った。箔切れ性
の基準として、機械強度の１つである破断点伸度を用いた。
【００２７】
　ここで、上記体積ホログラム層の２５℃および１２０℃における破断点伸度として具体
的には、２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内、中でも１％～１０％の
範囲内であることが好ましく、また１２０℃における破断点伸度が０．５％～３０％の範
囲内、中でも１％～２０％の範囲内であることが好ましい。この範囲を外れる場合には、
箔切れ性が不十分となり、ホログラムの転写が困難となるからである。
【００２８】
　また、上記熱接着層の２５℃における破断点伸度は、０．５％～１５％の範囲内、中で
も１％～１０％の範囲内であることが好ましい。上記体積ホログラム層および上記熱接着
層の破断点伸度をそれぞれ、上記範囲内とすることにより、体積ホログラム転写箔の箔切
れ性を良好なものとすることができるのである。上記体積ホログラム層または上記熱接着
層のどちらか一方では効果が不十分であるといえる。
【００２９】
　なお、上記体積ホログラム層の破断点伸度は、下記の測定機器、測定条件を用い、応力
（Ｓｔｒｅｓｓ）－伸度（Ｓｔｒａｉｎ）曲線（Ｓ－Ｓ曲線）を自記録させ、この曲線か
ら求めた破断点伸度である。
【００３０】
　測定サンプル（試験片）は、基材上に測定を目的とする材料を塗布し、必要に応じて乾
燥又は処理をした後に、基材から剥がした幅５ｍｍ～１０ｍｍ、長さ２０ｍｍ～５０ｍｍ
のフィルム状試験片とする。該試験片の厚さは、取扱いやすさの点から２０μｍ～１００
μｍの範囲内とするのがよい。なお、基材表面を離型処理しておくと、フィルム状試験片
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の剥離が容易である。
【００３１】
　（２５℃および１２０℃の破断点伸度の測定）
・測定機器：ＩＮＳＴＲＯＮ万能試験機５５００（ＩＮＳＴＲＯＮ社製　商品名）
・引張り速度：２ｍｍ／ｍｉｎ
　また、上記熱接着層の破断点伸度の測定方法は、熱接着剤を、表面離型処理ＰＥＴ上に
乾燥後２０μｍの膜厚に塗布し、ＪＩＳ－Ｋ－７１２７に準じた下記測定方法で破断点伸
度を測定した。
【００３２】
　（測定方法）
・測定機器：ＩＮＳＴＲＯＮ万能試験機（ＩＮＳＴＲＯＮ社製　商品名）
・引張り速度：２ｍｍ／ｍｉｎ
・雰囲気：２５℃
・測定サンプル：幅２５ｍｍ×長さ５０ｍｍ
　また、体積ホログラムの転写箔の熱転写性の評価は、体積ホログラム転写箔から表面離
型処理ＰＥＴフィルムを剥がし、ポリ塩化ビニール製のカードへ温度１４０℃、圧力３Ｍ
Ｐａ、０．８秒の条件で熱転写して、箔切れ性、バリの発生等の被転写物への転写性を観
察したものである。
【００３３】
　以下、本態様の体積ホログラム転写箔の各構成について、それぞれ説明する。
【００３４】
　（１）熱接着層
　まず、本態様の体積ホログラム転写箔に用いられる熱接着層について説明する。本態様
に用いられる熱接着層は、上述したように、２５℃における破断点伸度が０．５％～１５
％の範囲内となるものであり、後述する体積ホログラム層と被転写物との接着をすること
が可能な層であれば、特に限定されるものではない。
【００３５】
　ここで、本態様において、熱接着層の破断点伸度を上記範囲内とする方法として、例え
ば熱接着性を有する合成樹脂中に微粒子を含有させる方法が挙げられる。熱接着層中に微
粒子を含有させることによって、熱接着層に脆性を付与することができ、これにより、上
記熱接着層の破断点伸度を上記範囲内とすることができるのである。
【００３６】
　本態様に用いられる微粒子の平均粒子径は、０．０５μｍ～１０μｍ、中でも０．０５
μｍ～６μｍであることが好ましい。上記微粒子の平均粒子径が、上記範囲内より小さい
場合には、熱接着層に脆性を付与することが困難となるからであり、また上記範囲より大
きい場合には、分散性が悪く、熱接着層の平滑性が損なわれ、ホログラム像に悪影響を及
ぼす可能性があるからである。
【００３７】
　ここで、本態様における平均粒子径は、レーザー法によって測定された値である。レー
ザー法として具体的には、微粒子を溶媒に分散させて、その分散溶媒にレーザー光線を照
射し、その微粒子により散乱された光を解析することにより得られるものである。本態様
においては、特にリーズ＆ノースラップ（Ｌｅｅｄｓ　＆　Ｎｏｒｔｈｒｕｐ）社製粒度
分析計　マイクロトラックＵＰＡ　Ｍｏｄｅｌ－９２３０を使用して算出した値である。
【００３８】
　また、このような微粒子の含有量としては、熱接着層を構成する合成樹脂１００質量部
に対して１０質量部～５００質量部、中でも２０質量部～２００質量部であることが好ま
しい。上記微粒子の含有量が、上記範囲内より少ない場合には、箔切れ性が悪く、また上
記範囲内より多い場合には、分散性が悪く、脆性にムラが生じて、熱接着層の箔切れ性が
不安定となるからである。またさらに、被接着体との接着力の低下が起こる可能性もある
からである。また、微粒子の形状としては、特に限定されるものではなく、例えば球状、
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直方状、板状、燐片状、針状、中空体等であってもよい。
【００３９】
　本態様に用いられる微粒子（フィラー）として、有機微粒子及び／または無機微粒子、
すなわち、有機微粒子、無機微粒子、有機物と無機物との混合物、または無機物の周囲に
有機物をコーティングしたもの等を用いることができる。
【００４０】
　無機微粒子としては、例えば炭酸カルシウム、珪酸カルシウム、クレー、カオリン、タ
ルク、シリカ、ガラス、珪藻土、雲母粉、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、硫酸
バリウム、硫酸アルミニウム、硫酸カルシウム、塩基性炭酸マグネシウム、二硫化モリブ
デン等が適用できる。
【００４１】
　また有機微粒子としては、ガラス転移点温度が１２０℃以上の熱可塑性樹脂であること
が好ましく、例えばＷＡＸ、ポリエチレン、フッ素系樹脂、アクリル系樹脂、メタアクリ
ル系樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエス
テル樹脂等の熱硬化性樹脂、ポリスチレン、スチレン及び／又はα－メチルスチレンと他
の単量体（例えば無水マレイン酸、フェニルマレイミド、メタクリル酸メチル、ブタジエ
ン、アクリロニトリル等）との共重合体（例えばＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＭＢＳ樹脂、耐
熱ＡＢＳ樹脂等）等の微粒子が適用できる。これにより、熱接着層の箔切れを良好なもの
とすることができるからである。また、有機微粒子を用いた場合には、熱接着層を構成す
る合成樹脂との屈折率が比較的近いことから、熱接着層に透明性を持たせることができる
。また、無機顔料を取り込んだ材料を用いることによって、着色することもできる。さら
に、無機微粒子と比較して粒子表面の官能基を制御することで容易に熱接着層の脆性を改
善できる。
【００４２】
　ここで、上記微粒子として、蛍光微粒子や樹脂ビーズ顔料も用いることが可能である。
このような蛍光微粒子や樹脂ビーズ顔料を用いることにより、体積ホログラムを転写した
際、背面が着色されたホログラムとすることができ、さらに蛍光微粒子を添加した場合に
おいては、紫外線の照射により蛍光発光させることが可能となることから、偽造防止効果
も向上する。
【００４３】
　このような蛍光微粒子としては、例えば酸化亜鉛（ＺｎＯ）と酸化珪素（ＳｉＯ２）と
二酸化マンガン（ＭｎＯ２）との混合物からガス中蒸発法を用いた超微粒子、蛍光を発す
る金属（Ｚｎ、Ｍｇ、Ｃｄ、Ｇｄ、Ｙ、Ｉｎ、Ｓｉ、Ａｌ、ランタノイド系等）を含む有
機金属化合物を塗布焼成して有機成分を分解除去した微粒子金属等が適用できる。
【００４４】
　具体的には、蛍光微粒子を溶媒へ分散した蛍光微粒子分散体を用いる。例えば、日本蛍
光（株）社製のルミコールＮＫＷ２１０２（グリーン）、同２１０３（レッド）、同２１
０８（ブルー）等がある。またシンロイヒ（株）社製のＳＷ－１２（グリーン）、ＳＷ－
１３（レッド）、ＳＷ－１８（ブルー）等がある。このような蛍光微粒子を用いると、紫
外線を照射した際に、熱接着層が蛍光発光して、特異な背面を有するホログラム像が得ら
れ、またその発光の有無で偽造品かを判定できることから、偽造防止性が向上できる。
【００４５】
　また、樹脂ビーズ顔料としては、顔料の微粉末を合成樹脂中に分散したものを粒状に成
形したものとすることができる。ビーズ顔料の材質として、例えばＦｅ２Ｏ３、ＴｉＯ２

、ＣａＣＯ３、キナクリドン顔料等の顔料の微粉末を用い、該微粉末表面をポリウレタン
、アクリル、エポキシ、ポリエステル、ナイロン、フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂等の弾力
性のある樹脂、またはこれに、必要に応じて可塑剤、安定剤、界面活性剤等を加えたもの
で覆ったもの、あるいは該顔料微粉末を該弾力性樹脂中に分散させたものが挙げられる。
また、ビーズ顔料の色は、所望に応じて任意に選択すればよく、例えば、無色透明なビー
ズ顔料を用いたパール調、２色以上のビーズ顔料を組み合わせた多色等とすることもでき
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る。
【００４６】
　また、本態様の熱接着層に用いられる合成樹脂としては、後述する体積ホログラム層と
、被転写体とを接着することが可能な合成樹脂であれば、特にその種類等は限定されるも
のではなく、例えばエチレン－酢酸ビニル共重合樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹
脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、エチレン－イソブチルアク
リレート共重合樹脂、ブチラール樹脂、ポリ酢酸ビニルおよびその共重合体樹脂、アイオ
ノマー樹脂、酸変性ポリオレフィン系樹脂、アクリル系・メタクリル系などの（メタ）ア
クリル系樹脂、アクリル酸エステル系樹脂、エチレン・（メタ）アクリル酸共重合体、エ
チレン・（メタ）アクリル酸エステル共重合体、ポリメチルメタクリレート系樹脂、セル
ロース系樹脂、ポリビニルエーテル系樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ポリプロピレン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ビニル系樹脂、マレイン酸樹脂、
アルキッド樹脂、ポリエチレンオキサイド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、メラミン・
アルキッド樹脂、シリコーン樹脂、ゴム系樹脂、スチレンブタジエンスチレンブロック共
重合体（ＳＢＳ）、スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）、スチレン
エチレンブチレンスチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）、スチレンエチレンプロピレン
スチレンブロック共重合体（ＳＥＰＳ）等の熱可塑性樹脂を用いることができる。好まし
くは、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）からなり、酢酸ビニル含量が２５％以
上であり、１８０℃以下の温度でヒートシールが可能な組成物である。さらにまた、必要
に応じて、分散剤、充填剤、可塑剤、帯電防止剤等の添加剤を適宜加えてもよい。帯電防
止剤としては、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤等
や、ポリアミドやアクリル酸誘導体等が適用できる。また、熱接着層は着色されていても
よい。
【００４７】
　本態様に用いられる熱接着層は、上記熱接着性を有する合成樹脂と、上記微粒子とを、
溶媒へ分散または溶解させて、ロールコート、リバースロールコート、グラビアコート、
グラビアリバースコート、コンマコート、バーコート、ワイヤーバーコート、ロッドコー
ト、キスコート、ナイフコート、ダイコート、フローコート、ディップコート、スプレー
コート等のコーティング法で塗布し、乾燥および／または硬化させて形成される。
【００４８】
　このような熱接着層の膜厚は、体積ホログラム転写箔の種類や、被転写体の種類等によ
り、適宜選択されるものであるが、通常１μｍ～１１μｍ程度、好ましくは１μｍ～６μ
ｍ程度とされる。上記範囲未満の厚さでは、被転写体との接着が十分でなく、この範囲を
超える厚さは、箔切れ性が悪く、また、転写する際の加熱温度を高めなければならないか
らである。
【００４９】
　（２）体積ホログラム層
　次に、本態様に用いられる体積ホログラム層について説明する。本態様に用いられる体
積ホログラム層は、体積ホログラム像が形成可能な層であり、上述したように、２５℃に
おける破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内、１２０℃における破断点伸度が０．５％
～３０％の範囲内であるものであれば、特に限定されるものではない。
【００５０】
　一般的に、体積ホログラム層を形成する材料としては、銀塩材料、重クロム酸ゼラチン
乳剤、光重合性樹脂、光架橋性樹脂等の公知の体積ホログラム記録材料が挙げられるが、
本態様の体積ホログラム層を形成するホログラム形成用感光材料としては、生産の効率上
、下記の（ｉ）、（ii）の感光材料が好適に用いられる。このような各材料について、以
下それぞれ説明する。
【００５１】
　（ｉ）バインダ樹脂、光重合可能な化合物、光重合開始剤および増感色素からなる感光
材料
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　まず、上記感光材料について各材料ごとに説明する。
【００５２】
　（バインダ樹脂）
　この感光材料におけるバインダ樹脂としては、ポリ（メタ）アクリル酸エステル、また
はその部分加水分解物、ポリ酢酸ビニルまたはその加水分解物、アクリル酸、アクリル酸
エステル等の共重合可能なモノマー群の少なくとも１つを重合成分とする共重合体など、
又はそれらの混合物や、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリクロロプレン、ポリビニ
ルアルコールの部分アセタール化物であるポリビニルアセタール、ポリビニルブチラール
、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体等、またはそれらの混合物等が挙げ
られる。ここで、体積ホログラム層を形成する際には、記録されたホログラムを安定化す
るために、加熱してモノマーを移動させる工程がある。このためには、バインダ樹脂は、
ガラス転移温度が比較的低く、モノマー移動が容易に移動できるものであることが好まし
い。
【００５３】
　（光重合可能な化合物）
　また、感光材料に含有される光重合可能な化合物としては、後述するような１分子中に
少なくとも１個のエチレン性不飽和結合を有する光重合、光架橋可能なモノマー、オリゴ
マー、プレポリマーおよびそれらの混合物が適用でき、例えば不飽和カルボン酸及びその
塩、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と
脂肪族多価アミン化合物とのアミド化合物等が挙げられる。
【００５４】
　不飽和カルボン酸のモノマーの具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン
酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等があり、また脂肪族多価アルコール化合
物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アクリル酸エステルと
して、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、１
，３－ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリコールジアクリレート、プロ
ピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロ
ールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ（アクリロイルオキシプロ
ピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート等がある。
【００５５】
　メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、トリエ
チレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメ
チロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート等が挙
げられる。イタコン酸エステルとしてはエチレングリコールジイタコネート、プロピレン
グリコールジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネート等が挙げられる。ク
ロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコ
ールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラクロト
ネート等が挙げられる。イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソク
ロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロト
ネート等が挙げられる。マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレエート
、トリエチレングリコールジマレエート、ペンタエリスリトールジマレエート、ソルビト
ールテトラマレエート等が挙げられる。
【００５６】
　ハロゲン化不飽和カルボン酸としては、２，２，３，３－テトラフルオロプロピルアク
リレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、２，２，
３，３－テトラフルオロプロピルメタクリレート等が挙げられる。また、不飽和カルボン
酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミドのモノマーの具体例としてはメチレンビスアクリ
ルアミド、メチレンビスメタクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビスアクリルアミド
、１，６－ヘキサメチレンビスメタクリルアミド等が挙げられる。
【００５７】
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　（光重合開始剤）
　開始剤系における光重合開始剤としては、１，３－ジ（ｔ－ブチルジオキシカルボニル
）ベンゾフェノン、３，３´，４，４´－テトラキス（ｔ－ブチルジオキシカルボニル）
ベンゾフェノン、Ｎ－フェニルグリシン、２，４，６－トリス（トリクロロメチル）－ｓ
－トリアジン、３－フェニル－５－イソオキサゾロン、２－メルカプトベンズイミダゾー
ル、また、イミダゾール二量体類等が例示される。光重合開始剤は、記録されたホログラ
ムの安定化の観点から、ホログラム記録後に分解処理されるのが好ましい。例えば有機過
酸化物系にあっては紫外線照射することにより容易に分解されるので好ましい。
【００５８】
　（増感色素）
　また、増感色素としては、３５０～６００ｎｍに吸収光を有するチオピリリウム塩系色
素、メロシアニン系色素、キノリン系色素、スチリルキノリン系色素、ケトクマリン系色
素、チオキサンテン系色素、キサンテン系色素、オキソノール系色素、シアニン染料、ロ
ーダミン染料、チオピリリウム塩系色素、ピリリウムイオン系色素、ジフェニルヨードニ
ウムイオン系色素等が例示される。なお、３５０ｎｍ以下、または６００ｎｍ以上の波長
領域に吸収光を有する増感色素であってもよい。
【００５９】
　（感光材料）
　上記バインダ樹脂、上記光重合可能な化合物、上記光重合開始剤および上記増感色素と
からなる感光材料の配合比は次の通りである。光重合可能な化合物は、バインダ樹脂１０
０質量部に対して１０質量部～１０００質量部、好ましくは１０質量部～１００質量部の
割合で使用される。光重合開始剤は、バインダ樹脂１００質量部に対して１質量部～１０
質量部、好ましくは５質量部～１０質量部の割合で使用される。増感色素は、バインダ樹
脂１００質量部に対して０．０１質量部～１質量部、好ましくは０．０１質量部～０．５
質量部の割合で使用される。その他、体積ホログラム形成用材料の成分としては、例えば
可塑剤、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチレングリコールおよび各種の非イ
オン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤等が挙げられる。
【００６０】
　これらの感光材料は、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、キシレン、テトラヒド
ロフラン、エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、酢酸エチル、イソプロパノ
ール等の単独、またはそれらの混合溶剤を使用し、固型分１５％～２５％の塗布液とする
。体積ホログラム層は、支持体が枚葉（１枚毎のシート）の状態であれば、バーコート、
スピンコート、又はディッピング等により塗布形成される。また、支持体がロール状の長
尺の状態で塗布するのであれば、グラビアコート、ロールコート、ダイコート、又はコン
マコート等により塗布し、乾燥および／または必要に応じて硬化させる。このようにして
得られる体積ホログラム形成材料層の厚みは、０．１μｍ～５０μｍ、好ましくは５μｍ
～２０μｍであり、必要に応じて保護フィルムを貼付してもよい。該保護フィルムとして
は、厚さ１０μｍ～１００μｍ程度のポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリプロピ
レンフィルム、ポリ塩化ビニルフィルム等の透明性が高く、平滑性が高い樹脂フィルムを
ゴムローラー等で張り合わせるとよい。また、感光性材料として、例えばデュポン社製の
市販品「オムニデックス８０１」等を使用してもよい。
【００６１】
　上記感光材料は、２光束のレーザー光を使用して記録する。該レーザー光としては、例
えば、可視光量域であるヘリウム－ネオンレーザーにおける６３３ｎｍの波長光、アルゴ
ンレーザーにおける５１４．５ｎｍ、４８８ｎｍ、４５７．９ｎｍの波長光、またクリプ
トンレーザーにおける６４７．１ｎｍ、５６８．２ｎｍ、５２０．８ｎｍの波長光、さら
に、クリプトンレーザー（１．５Ｗ）における３３７．５ｎｍ、３５０．７ｎｍ、３５６
．４ｎｍの波長光、また、アルゴンレーザー（４０ｍＷ）における３５１．１ｎｍ、３６
８．８ｎｍの波長光、またネオンレーザー（５０ｍＷ）における３３２．４ｎｍの波長光
、カドミウムレーザー（１５ｍＷ）における３２５．０ｎｍの波長光等が適用できる。
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【００６２】
　このうちの一波長を取り出して、光重合開始剤を励起可能とする波長を使用して干渉縞
を記録するか、物体光と参照光との干渉光を記録するか、あるいは、保護フィルムを剥が
してから、体積ホログラム層に体積ホログラムの原版を密着し、体積ホログラム層側から
レーザーを入射し、原版からの反射光と入射した光の干渉縞を記録して体積ホログラムの
情報を与える。これにより、単色ホログラム、またはカラーホログラムとすることができ
る。
【００６３】
　その後、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、カーボンアーク、キセノンアーク、メタルハライ
ドランプ等の光源から、０．１～１０，０００ｍＪ／ｃｍ2、好ましくは、１０～１，０
００ｍＪ／ｃｍ2 の紫外線照射により光重合開始剤を分解する工程、及び、例えば１２０
℃で１２０分の加熱により、光重合可能な化合物を拡散移動される加熱処理工程等を経て
、安定な体積ホログラムとされる。
【００６４】
　（ii）カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合物、特定波長の光に感光してラジカ
ル重合性化合物を重合させる光ラジカル重合開始剤系、および特定波長の光に対しては低
感光性であり、別の波長の光に観光してカチオン重合性化合物を重合させる光カチオン重
合開始剤系からなる感光材料
　次に、上記感光材料について説明する。上記感光材料は、室温で液状であるカチオン重
合性化合物、ラジカル重合性化合物、特定の波長の光に感光してラジカル重合性化合部を
重合させる光ラジカル重合開始剤系、及び上記特定の波長の光に対しては低感光性であり
、別の光に感光してカチオン重合性化合物を重合させる光カチオン重合開始剤系からなる
。
【００６５】
　この感光材料は、支持体上に塗布された後に、光ラジカル重合開始剤系が感光するレー
ザー光等の光を照射し、次いで、光カチオン重合開始剤系が感光する上記レーザー光とは
別の波長の光を照射することによって、ホログラムが記録される。まず、レーザー光等の
光の照射（以下、第１露光という。）によって、ラジカル重合性化合物を重合させる。そ
の後、カチオン重合性化合物を、その次に行う全面露光（以下、後露光という。）によっ
て、光カチオン重合開始剤系が分解されて発生するブレンステッド酸あるいはルイス酸に
よりカチオン重合させるものである。
【００６６】
　以下、上記感光材料の各材料ごとに説明する。
【００６７】
　（カチオン重合性化合物）
　カチオン重合性化合物としては、ラジカル重合性化合物の重合が比較的低粘度の組成物
中で行われることが好ましいという点から、室温で液状のものが用いられる。このような
カチオン重合性化合物としては、ジグリセロールジエーテル、ペンタエリスリトールポリ
ジグリシジルエーテル、１,４－ビス(２,３－エポキシプロポキシパーフルオロイソプロ
ピル)シクロヘキサン、ソルビトールポリグリシジルエーテル、１,６－ヘキサンジオール
グリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、フェニルグリシジ
ルエーテル等が挙げられる。
【００６８】
　（ラジカル重合性化合物）
　また、ラジカル重合性化合物としては、分子中に少なくとも１つのエチレン性不飽和二
重結合を有するものが好ましい。また、ラジカル重合性化合物の平均屈折率は、上記カチ
オン重合性化合物の平均屈折率より大きいことが好ましく、中でも０．０２以上大きいこ
とが好ましい。これは、ラジカル重合性化合物とカチオン重合性化合物との屈折率の差に
よって、体積ホログラムが形成されることによるものである。したがって、平均屈折率の
差が上記値以下である場合には、屈折率変調が不十分となるからである。ラジカル重合性
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化合物としては、例えば、アクリルアミド、メタクリルアミド、スチレン、２－ブロモス
チレン、フェニルアクリレート、２－フェノキシエチルアクリレート、２,３－ナフタレ
ンジカルボン酸(アクリロキシエチル)モノエステル、メチルフェノキシエチルアクリレー
ト、ノニルフェノキシエチルアクリレート、β－アクリロキシエチルハイドロゲンフタレ
ート等が挙げられる。
【００６９】
　（光ラジカル重合開始剤系）
　光ラジカル重合開始剤系としては、ホログラム作製のための第１露光によって、活性ラ
ジカルを生成し、該活性ラジカルがラジカル重合性化合物を重合させる開始剤系であれば
よく、また、一般に光を吸収する成分である増感剤と活性ラジカル発生化合物や酸発生化
合物を組み合わせて用いてもよい。このような光ラジカル重合開始剤系における増感剤は
可視レーザー光を吸収するために色素のような有色化合物が用いられる場合が多いが、無
色透明ホログラムとする場合には、シアニン系色素の使用が好ましい。シアニン系色素は
一般に光によって分解しやすいため、本発明における後露光、または室内光や太陽光の下
に数時間から数日放置することでホログラム中の色素が分解されて可視域に吸収を持たな
くなり、無色透明な体積ホログラムを得ることができるからである。
【００７０】
　シアニン系色素の具体例としては、アンヒドロ－３,３´－ジカルボキシメチル－９－
エチル－２,２´チアカルボシアニンベタイン、アンヒドロ－３－カルボキシメチル－３
´,９´－ジエチル－２,２´チアカルボシアニンベタイン、３,３´,９－トリエチル－２
,２´－チアカルボシアニン・ヨウ素塩、３,９－ジエチル－３´－カルボキシメチル－２
,２´－チアカルボシアニン・ヨウ素塩、３,３´,９－トリエチル－２,２´－(４,５,４
´,５´－ジベンゾ)チアカルボシアニン・ヨウ素塩、２－[３－(３－エチル－２－ベンゾ
チアゾリデン)－１－プロペニル]－６－[２－(３－エチル－２－ベンゾチアゾリデン)エ
チリデンイミノ]－３－エチル－１,３,５－チアジアゾリウム・ヨウ素塩、２－[[３－ア
リル－４－オキソ－５－(３－n－プロピル－５,６－ジメチル－２－ベンゾチアゾリリデ
ン)－エチリデン－２－チアゾリニリデン]メチル]３－エチル－４,５－ジフェニルチアゾ
リニウム・ヨウ素塩、１,１´,３,３,３´,３´－ヘキサメチル－２,２´－インドトリカ
ルボシアニン・ヨウ素塩、３,３´－ジエチル－２,２´－チアトリカルボシアニン・過塩
素酸塩、アンヒドロ－１－エチル－４－メトキシ－３´－カルボキシメチル－５´－クロ
ロ－２,２´－キノチアシアニンベタイン、アンヒドロ－５,５´－ジフェニル－９－エチ
ル－３,３´－ジスルホプロピルオキサカルボシアニンヒドロキシド・トリエチルアミン
塩等が挙げられ、これらの１種、または２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００７１】
　シアニン系色素と組み合わせて用いてもよい活性ラジカル発生化合物としては、ジアリ
ールヨードニウム塩類、あるいは２,４,６－置換－１,３,５－トリアジン類が挙げられる
。高い感光性が必要なときは、ジアリールヨードニウム塩類の使用が特に好ましい。上記
ジアリールヨードニウム塩類の具体例としては、ジフェニルヨードニウム、４,４´－ジ
クロロジフェニルヨードニウム、４,４´－ジメトキシジフェニルヨードニウム、４,４´
－ジターシャリーブチルジフェニルヨードニウム、３,３´－ジニトロジフェニルヨード
ニウムなどのクロリド、ブロミド、テトラフルオロボレート、ヘキサフルオロホスフェー
ト、ヘキサフルオロアルセネート、ヘキサフルオロアンチモネート、トリフルオロメタン
スルホン酸塩、９，１０－ジメトキシアントラセン－２－スルホン酸塩などが例示される
。又２,４,６－置換－１,３,５－トリアジン類の具体例としては、２－メチル－４,６－
ビス(トリクロロメチル)ー１,３,５－トリアジン、２,４,６－トリス(トリクロロメチル)
－１,３,５－トリアジン、２－フェニル－４,６－ビス(トリクロロメチル)－１,３,５－
トリアジン、２,４－ビス(トリクロロメチル)－６－(p－メトキシフェニルビニル)－１,
３,５－トリアジン、２－(４´－メトキシ－１´－ナフチル)－４,６－ビス(トリクロロ
メチル)－１,３,５－トリアジン等が挙げられる。
【００７２】
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　（光カチオン重合開始剤系）
　光カチオン重合開始剤系は、第１露光に対しては低感光性で、第１露光と異なる波長の
光を照射する後露光に感光してブレンステッド酸あるいはルイス酸を発生し、カチオン重
合性化合物を重合させるような開始剤系とするとよく、第１露光の間はカチオン重合性化
合物を重合させないものが特に好ましい。光カチオン重合開始剤系としては、例えばジア
リールヨードニウム塩類、トリアリールスルホニウム塩類、鉄アレン錯体類等が挙げられ
る。ジアリールヨードニウム塩類で好ましいものとしては上述した光ラジカル重合開始剤
系で示したヨードニウムのテトラフルオロボレート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキ
サフルオロアルセネート、ヘキサフルオロアンチモネートなどが挙げられる。トリアリー
ルスルホニウム塩類で好ましいものとしては、トリフェニルスルホニウム、４－ターシャ
リーブチルトリフェニルスルホニウム等が挙げられる。
【００７３】
　（その他）
　感光材料は、必要に応じてバインダ樹脂、熱重合防止剤、シランカップリング剤、可塑
剤、着色料等を併用してもよい。バインダ樹脂は、ホログラム形成前の組成物の成膜性、
膜厚の均一性を改善する場合や、レーザー光等の光の照射による重合で形成された干渉縞
を後露光までの間、安定に存在させるために使用される。バインダ樹脂は、カチオン重合
性化合物やラジカル重合性化合物と相溶性のよいものであればよく、例えば塩素化ポリエ
チレン、ポリメチルメタクリレート、メチルメタクリレートと他の（メタ）アクリル酸ア
ルキルエステルとの共重合体、塩化ビニルとアクリロニトリルの共重合体、ポリ酢酸ビニ
ル等が挙げられる。バインダ樹脂は、その側鎖又は主鎖にカチオン重合性基等の反応性を
有していてもよい。
【００７４】
　（感光材料）
　感光材料の組成において、組成物全質量に対して、カチオン重合性化合物は２質量％～
７０質量％、好ましくは１０重量％～５０質量％、ラジカル重合性化合物は３０質量％～
９０質量％、好ましくは４０質量％～７０質量％、カチオン重合開始剤系は０.３質量％
～８質量％、好ましくは１質量％～５質量％、ラジカル重合開始剤系は０.３質量％～８
質量％、好ましくは１質量％～５質量％である。上記感光材料は、必須成分および任意成
分をそのまま、もしくは必要に応じて、例えばメチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、
酢酸エチルなどのエステル系溶媒、トルエンなどの芳香族系溶媒、メチルセロソルブなど
のセロソルブ系溶媒、メタノールなどのアルコール系溶媒、テトラヒドロフラン、ジオキ
サンなどのエーテル系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン系溶媒と配合
し、冷暗所にて例えば高速撹拌機を使用して混合することにより調製できる。
【００７５】
　このような感光材料からなる体積ホログラム形成用層は、上記感光材料を、（ｉ）の感
光材料と同様の塗布方法で塗布し、乾燥して形成することができる。塗布量は、適宜選択
されるが、例えば乾燥後の膜厚が１μｍ～５０μｍとすることができる。
【００７６】
　このように作製された体積ホログラム形成用層に、例えば波長３００～１２００ｎｍの
レーザー光を使用して、ラジカル重合性化合物を重合させることにより、内部に干渉縞が
記録される。この段階で、記録された干渉縞による回折光が得られ、ホログラムが形成さ
れるが、未反応のまま残っているカチオン重合性化合部をさらに重合させるために、後露
光として光カチオン重合開始剤系が感光する波長２００ｎｍ～７００ｎｍの光を全面照射
して、ホログラムを形成することが好ましい。なお、後露光の前に体積ホログラム形成用
層を熱や赤外線で処理することで回折効率、回折光のピーク波長、半値幅などを変化させ
ることもできる。
【００７７】
　ここで、本態様の体積ホログラム層は、ガラス転移温度が８０℃程度であることが好ま
しい。従って、破断点伸度を上記の範囲内とするためには、ホログラム形成材料を選択さ
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れた該材料の硬化条件を予め予備実験で決定することが必要である。
【００７８】
　（３）基材
　次に、本態様に用いられる基材について説明する。本態様に用いられる基材は、は、上
記体積ホログラム層が形成可能なものであれば、特に限定されるものではなく、例えば、
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）フィルム、
ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリエチレンフイルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカ
ーボネートフイルム、セロハンフィルム、アセテートフィルム、ナイロンフィルム、ポリ
ビニルアルコールフィルム、ポリアミドフィルム、ポリアミドイミドフィルム、エチレン
－ビニルアルコール共重合体フィルム、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）フィルム
、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）フィルム等
を用いることができる。また、このような基材の厚さとしては、体積ホログラム転写箔の
用途や種類等に応じて適宜選択されるものであるが、通常５μｍ～２００μｍ、好ましく
は１０μｍ～５０μｍの範囲内とされる。
【００７９】
　（４）体積ホログラム転写箔
　次に、本発明の体積ホログラム転写箔について説明する。本発明の体積ホログラム転写
箔は、上記基材と、その基材上に形成された体積ホログラム層と、その体積ホログラム層
上に形成された上記熱接着層とを有するものであれば、その構成等は特に限定されるもの
ではなく、上述したように、剥離層や、プライマー層、バリア層等を有するものであって
もよい。
【００８０】
　剥離層としては、通常上記基材と、上記体積ホログラムとの間に設けられ、体積ホログ
ラム転写箔を用いて、体積ホログラムを被転写体に転写する際に、基材が剥離されやすい
ようにする層である。このような剥離層としては、例えばポリメチルアクリレート、ポリ
メチルメタクリレート等のアクリル系およびメタアクリル系樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、
セルロース樹脂、シリコーン樹脂、塩化ゴム、カゼイン、各種界面活性剤、金属酸化物等
の１種または２種以上混合したものを用いることができる。特に本態様における剥離層は
、基材と体積ホログラム層との間の剥離力が１～５ｇ／２．５４ｍｍ巾（９０°剥離）と
なるように、材質を適宜選択して形成することが好ましい。このような剥離層は、上記樹
脂等をインキ化し、塗布等の公知の方法によって、上記基材表面に形成することが可能で
あり、その厚みは剥離力、箔切れ等を考慮すると、０．１μｍ～２μｍの範囲内であるこ
とが好ましい。また、この剥離層は、被転写体へ転写された後は、最表面へ露出するので
、被転写体が流通する際や、使用される際には、保護層としての機能も果たすことができ
る。このような場合には、剥離保護層と呼ぶこともある。
【００８１】
　また、体積ホログラム層と熱接着層との接着性を向上させるために、または体積ホログ
ラム層と、上記剥離層との接着性を向上させるために、必要に応じてプライマー層を形成
してもよい。このようなプライマー層としては、例えば、ポリウレタン、ポリエステル、
ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、アク
リル樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、エチレンと酢酸ビ
ニルあるいはアクリル酸等との共重合体、エポキシ樹脂等が使用できる。本態様に用いら
れるプライマー層は、上記樹脂を適宜溶剤に溶解または分散させて塗布液とし、公知のコ
ーティング方法により塗布、乾燥することにより形成することができる。また、塗布液と
して、上記樹脂にモノマー、オリゴマー、プレポリマー等と、反応開始剤、硬化剤、架橋
剤等を組み合わせてもよく、また主剤と硬化剤とを組み合わせて、塗布、乾燥、また必要
に応じてエージング処理を行うことによって反応させて形成してもよい。このようなプラ
イマー層の厚さは０．０５～１０μｍ程度、好ましくは０．１μｍ～５μｍ程度である。
【００８２】
　またさらに、本態様においては、上記剥離層と体積ホログラム層との間、または体積ホ



(15) JP 5212300 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

ログラム層と熱接着層との間のいずれか一方、または双方にバリア層を形成してもよい。
本態様に使用する感光材料や剥離層ならびに熱接着層（ヒートシール層）の組み合わせに
よっては、経時的に体積ホログラム層から他の層への低分子量成分の移行が起こり、これ
に起因して記録されたホログラムのピーク波長が青側（短波長側）に移行したり、剥離層
等にこれが移行した場合には、その剥離性を変化する場合がある。そのため上記のような
バリア層を設けることによって、これらの阻害要因を解消することができる。
【００８３】
　このようなバリア層として用いる材料としては、そのバリア性を発現する材料であれば
、特に制限はないが、通常、透明性有機樹脂材料を用いることによって、その目的を達成
することができる。無溶剤系の３官能以上、好ましくは６官能以上の、紫外線や電子線等
の電離放射線に反応する電離放射線硬化性エポキシ変性アクリレート樹脂、ウレタン変性
アクリレート樹脂、アクリル変性ポリエステル樹脂等を用いることが好ましく、特に、ウ
レタン変性アクリレート樹脂がそのバリア性の高さからさらに好ましい。
【００８４】
　また、これらの電離放射線硬化性樹脂としては、そのコーティング適性、最終的に得ら
れるバリア層の硬度等を考慮すると、その分子量は５００～２０００の範囲のものが好ま
しい。また、バリア層のコーティングは基本的に無溶剤系であるため、体積ホログラム層
、剥離層、熱接着層のどの層にも積層することができる。
【００８５】
　またさらに、本態様の体積ホログラム転写箔は、反射層を有していてもよい。反射層と
しては、上記熱接着剤層と体積ホログラム層との間に形成されるものであり、この反射層
に光を反射する例えば金属薄膜等を用いると、不透明タイプの体積ホログラムとなり、ホ
ログラム層と屈折率差がある透明な物質を用いた場合には、透明タイプの体積ホログラム
となるがいずれも本発明に用いることが可能である。このような反射層は、昇華、真空蒸
着、スパッタリング、反応性スパッタリング、イオンプレーティング、電気メッキ等の公
知の方法により形成することが可能である。
【００８６】
　また、不透明タイプのホログラムを形成する金属薄膜としては、例えば、Ｃｒ、Ｔｉ、
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｇｅ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｃｄ、Ｂ
ｉ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｉｎ、Ｇａ、Ｒｂ等の金属およびその酸化物、窒化物等を単独若しくは
２種類以上組み合わせて形成される薄膜が挙げられる。上記金属薄膜の中でもＡｌ、Ｃｒ
、Ｎｉ、Ａｇ、Ａｕ等が特に好ましく、その膜厚は１～１０，０００ｎｍ、中でも２０～
２００ｎｍの範囲であることが好ましい。
【００８７】
　一方、透明タイプのホログラムを形成する薄膜としては、ホログラム効果を発現できる
光透過性のものであれば、いかなる材質のものも使用できる。例えば、ホログラム形成層
（光硬化樹脂層）の樹脂と屈折率の異なる透明材料が挙げられる。この場合の屈折率はホ
ログラム形成層の樹脂の屈折率より大きくても、小さくてもよいが、屈折率の差は０．１
以上が好ましく、より好ましくは０．５以上であり、１．０以上が最適である。また、上
記以外では２０ｎｍ以下の金属性反射膜が挙げられ、好適に使用される透明タイプ反射層
としては、酸価チタン（ＴｉＯ２ ）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、Ｃｕ・Ａｌ複合金属酸化物
等が挙げられる。
【００８８】
　ここで、上記体積ホログラム転写箔を、被転写体へ転写する方法は、前述した通りであ
る。被転写体である物品としては、特に限定されるものではなく、例えばプラスチックカ
ード、携帯電話、金券、日用品またはＣＤ－ＲＯＭの本体あるいは包装や梱包体等に適用
可能である。
【００８９】
　２．第２の態様
　次に、本発明の体積ホログラム転写箔の第２の態様について説明する。本発明の体積ホ
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ログラム転写箔の第２の態様は、基材と、上記基材上に形成された体積ホログラム層と、
上記体積ホログラム層上に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって
、上記熱接着層が熱接着性を有する合成樹脂と、平均粒子径が上記熱接着層の膜厚より小
さい微粒子とを含有するものである。
【００９０】
　上述したように、体積ホログラム転写箔の被転写体への転写性の向上が望まれていた。
そこで、本発明者等は、特開２０００－２７２２９５号公報の開示発明をさらに研究した
結果、熱接着層に添加する微粒子（フィラー）を限定することで、箔切れ性が改良されて
、被転写体への転写性が向上することを見出し、本発明に至った。またさらに、体積ホロ
グラム転写箔中の熱接着層、保護層（ＯＰ層ともいう。）などの他部材にも、脆性材料を
選択する必要がある。しかし、低温で熱可塑性を有する材料を用いねばならない熱接着層
に関しては、微粒子（フィラー）を添加することで、脆性を向上させ、転写時の箔切れを
補助し、良化させることができる。
【００９１】
　本態様によれば、上記平均粒子径の微粒子を含有することから、上記熱接着層に脆性を
付与することができ、ホログラム像の明るさを保ったまま、良好な箔切れ性を有する体積
ホログラム転写箔とすることができるのである。また、上記微粒子の平均粒子径が上記範
囲であることにより、上記熱接着層の平滑性、または熱接着層と体積ホログラム層および
被着体との密着力を損なうことなく、良好な転写性を得ることが可能となる。
【００９２】
　以下、本態様の体積ホログラム層の各構成について説明する。
【００９３】
　（１）熱接着層
　まず、本態様の体積ホログラム転写箔に用いられる熱接着層について説明する。本態様
に用いられる熱接着層は、接着層が熱接着性を有する合成樹脂と、平均粒子径が上記熱接
着層の膜厚より小さいものであって、後述する体積ホログラム層と、被転写体とを接着す
る層である。
【００９４】
　上記微粒子の平均粒子径が上記熱接着層の膜厚より大きいと、上記熱接着層表面に凹凸
が生じてしまい、熱接着層の平滑性が損なわれるため、体積ホログラム層および被着体と
の密着力が低下し、良好な転写性を得ることができない可能性があることから、本態様に
おいては上記微粒子の平均粒子径は上記熱接着層の膜厚より小さいものとする。
【００９５】
　本態様に用いられる微粒子の平均粒子径として、具体的には、０．０５μｍ～１０μｍ
、中でも０．０１μｍ～６μｍであることが好ましい。上記微粒子の平均粒子径が、上記
範囲内より小さい場合には、熱接着層に脆性を付与することが困難となるからであり、ま
た上記範囲より大きい場合には、分散性が悪く、熱接着層の平滑性が損なわれ、ホログラ
ム像に悪影響を及ぼす可能性があるからである。ここで、本態様における平均粒子径は、
上述した第１の態様と同様の方法により測定された値である。
【００９６】
　また、このような微粒子の含有量としては、熱接着層を構成する合成樹脂１００質量部
に対して１０質量部～５００質量部、中でも２０質量部～２００質量部であることが好ま
しい。上記微粒子の含有量が、上記範囲内より少ない場合には、箔切れ性が悪く、また上
記範囲内より多い場合には、分散性が悪く、脆性にムラが生じて、熱接着層の箔切れ性が
不安定となるからである。またさらに、被接着体との接着力の低下が起こる可能性もある
からである。
【００９７】
　ここで、本態様に用いられる熱接着層における上記合成樹脂、および上記微粒子につい
ては、上述した第１の態様と同様のものを用いることが可能であるので、ここでの詳しい
説明は省略する。
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【００９８】
　なお、本態様に用いられる上記微粒子は、熱架橋性基および光架橋性基を有しないもの
とすることができる。これは上記微粒子が、上記架橋性基を有しないことから、周りの上
記合成樹脂と架橋しない。したがって、体積ホログラムの転写の際、応力を加えられるこ
とによって、上記微粒子と上記合成樹脂との間にクラックが生じやすく、熱接着層により
大きな脆性を付与することが可能となるからである。
【００９９】
　また、このような熱接着層の膜厚は、体積ホログラム転写箔の種類や、被転写体の種類
等により、適宜選択されるものであるが、通常１μｍ～１１μｍ程度、好ましくは１μｍ
～６μｍ程度とされる。上記範囲未満の厚さでは、被転写体との接着が十分でなく、この
範囲を超える厚さは、箔切れ性が悪く、また、転写する際の加熱温度を高めなければなら
ないからである。
【０１００】
　（２）体積ホログラム層
　次に、本態様に用いられる体積ホログラム層について説明する。本態様に用いられる体
積ホログラム層は、体積ホログラム像が形成可能な層であれば、特に限定されるものでは
ないが、本態様においては、特に生産の効率上、下記の（ｉ）、（ii）の感光材料が好適
に用いられる。
【０１０１】
　（ｉ）バインダ樹脂、光重合可能な化合物、光重合開始剤および増感色素からなる感光
材料。
【０１０２】
　（ii）カチオン重合性化合物、ラジカル重合性化合物、特定波長の光に感光してラジカ
ル重合性化合物を重合させる光ラジカル重合開始剤系、および特定波長の光に対しては低
感光性であり、別の波長の光に観光してカチオン重合性化合物を重合させる光カチオン重
合開始剤系からなる感光材料。
【０１０３】
　ここで、本態様に用いられる上記感光材料については、上述した第１の態様で説明した
ものと同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１０４】
　（３）基材
　次に、本態様に用いられる基材について説明する。本態様に用いられる基材は、は、上
記体積ホログラム層が形成可能なものであれば、特に限定されるものではなく、上述した
第１の態様で説明したものと同様のものを用いることが可能であるので、ここでの説明は
省略する。
【０１０５】
　（４）体積ホログラム転写箔
　次に、本発明の体積ホログラム転写箔について説明する。本発明の体積ホログラム転写
箔は、上記基材と、その基材上に形成された体積ホログラム層と、その体積ホログラム層
上に形成された上記熱接着層とを有するものであれば、その構成等は特に限定されるもの
ではなく、上述したように、剥離層や、プライマー層、バリア層、反射層等を有するもの
であってもよい。
【０１０６】
　ここで、本態様の体積ホログラム転写箔においては、上記体積ホログラム層の２５℃お
よび１２０℃における破断点伸度として、２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％
の範囲内、中でも１％～１０％の範囲内であることが好ましく、また１２０℃における破
断点伸度が０．５％～３０％の範囲内、中でも１％～２０％の範囲内であることが好まし
い。
【０１０７】
　またさらに、上記熱接着層の２５℃における破断点伸度は、０．５％～１５％の範囲内
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、中でも１％～１０％の範囲内であることが好ましい。上記体積ホログラム層および上記
熱接着層の破断点伸度をそれぞれ、上記範囲内とすることにより、体積ホログラム転写箔
の箔切れ性を良好なものとすることができるからである。また、上記体積ホログラム層ま
たは上記熱接着層のどちらか一方では効果が不十分であるといえる。上記破断点伸度は、
上述した第１の態様と同様の方法により測定した値である。
【０１０８】
　ここで、本態様に用いられる剥離層や、プライマー層、バリア層、反射層等については
、上述した第１の態様と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【０１０９】
　３．体積ホログラム転写箔の製造方法
　次に、上述した体積ホログラム転写箔の製造方法について説明する。上述した体積ホロ
グラム転写箔のどちらの態様においても、下記の方法で製造することができる。
【０１１０】
　本発明の体積ホログラム転写箔の好ましい製造方法としては、体積ホログラム層を有す
る第１フィルム、熱接着層を有する第２フィルム、および剥離層を有する第３フィルムを
それぞれ独立の工程によって別々に用意し、後の工程において用途に応じて、これらを組
み合わせて積層する方法である。
【０１１１】
　具体的には、まず体積ホログラム層を有する第１フィルム、熱接着層を有する第２フィ
ルム、および剥離層を有する第３フィルムをそれぞれ独立の工程によって別々に用意する
。続いて、第１フィルムの体積ホログラム層にホログラム画像を形成した後、第２フィル
ム、必要に応じて第３フィルムを積層していけばよい。ここで、上述した基材は、第１フ
ィルム中に含まれていてもよく、また第３フィルムに含まれていてもよい。ここで、第１
ないし第３フィルムの積層は、ドライプロセスにより行うことができ、溶剤を使用する必
要がないので、簡易な設備で温和な条件で積層することができるので、工程上有利である
。
【０１１２】
　さらに、本発明においては、体積ホログラム層と剥離層と基材とを有するフィルムと、
熱接着層を有するフィルムとを、それぞれ独立の工程によって用意する方法、ならびに、
体積ホログラム層と熱接着層とを有するフィルムと、剥離層と基材とを有するフィルムを
それぞれ独立の工程によって用意する方法も包含する。さらにまた、本発明においては、
上記第１フィルムの体積ホログラム層に体積ホログラム像を記録した後、第３フィルムを
積層し、現像処理し、これに第２フィルムを積層する方法を包含する。
【０１１３】
　本発明の体積ホログラム転写箔の製造に用いられる、第１フィルム、第２フィルム、第
３フィルムの断面図を図５に示す。図５では、層構成をわかりやすくするために、上から
図５（Ａ）が第３フィルム、図５（Ｂ）が第１フィルム、図５（Ｃ）が第２フィルムであ
る。そして、各フィルム間に基体または剥離紙がある場合には、それらを剥離して、露出
した層同士を積層する。積層方法は、一般的には加熱又は非加熱の２本のロール間を通過
させるか、または加熱又は非加熱の板に挟んで加圧する、簡易なドライプロセス法により
積層（ラミネート）すればよい。
【０１１４】
　図５（Ｂ）に示す第１フィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴと略す
）等の基体８に体積ホログラム層２を形成し、さらに剥離紙９としての剥離層ＰＥＴを積
層したもの（基体／体積ホログラム層／剥離紙）である。この場合、体積ホログラム層の
粘着力は弱いので、剥離紙９の替わりに基体８を用いて第１フィルム（基体／体積ホログ
ラム層／基体）としてもよい。また体積ホログラム層を記録する際に、レーザー光を照射
する側のＰＥＴには、延伸配向が少なく複屈折の小さい、光学用のＰＥＴが最適である。
【０１１５】
　なお、第１フィルムと第３フィルムとを積層しない場合には、上記基体を、上述した基
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材とすることも可能である。
【０１１６】
　また、図５（Ｃ）に図示する第２フィルムとしては、剥離紙９としての剥離性ＰＥＴ上
に、熱接着層３を形成し、該熱接着層３上に剥離紙９としての剥離性ＰＥＴを形成したも
の（剥離紙／熱接着層／剥離紙）である。この場合、熱接着層は常温での粘着性はないの
で、どちらか一方の剥離紙はなくともよい。
【０１１７】
　さらに、図５（Ａ）に図示する第３フィルムとしては、ＰＥＴ等の基材１上に、剥離層
５を形成したものである。
【０１１８】
　上記の第１から第３フィルムを用いて体積ホログラム転写箔を形成することができる。
まず、図５（Ｂ）に図示する第１フィルムの体積ホログラム層２に所定のホログラム画像
を記録（露光）した後、基体８を剥離して除去し、図５（Ａ）に図示する第３フィルムの
剥離層５と体積ホログラム層２とを対向するようにして、加熱下（例えば１００℃～１８
０℃）で積層する。
【０１１９】
　次いで、これを現像処理ラインに導入して、所定の加熱処理およびＵＶ処理を施して、
記録画像を固定する。さらに、体積ホログラム層２に積層された剥離紙９を剥離して除去
し、体積ホログラム層２を露出し、図５（Ｃ）に示す第２フィルムの剥離紙９を剥離して
露出した熱接着層３と体積ホログラム層２とを対向するように加熱下（例えば１００℃～
１８０℃）で積層することによって、基材／剥離層／体積ホログラム層／熱接着層／剥離
紙の層構成が得られる。このような構成体から剥離紙を剥離することによって、基材／剥
離層／体積ホログラム層／熱接着層からなる転写箔を得ることができる。また、用途によ
っては、第３フィルムを用いずに、基材／体積ホログラム層／熱接着層／剥離紙の層構成
としてもよい。
【０１２０】
　ここで、剥離紙としては、当業者がいわゆるセパ紙（セパレート紙、剥離紙とも呼ばれ
る）と呼ぶ上質紙、コート紙、含浸紙、プラスチックフィルム等の基材フィルムの片面に
離型性を有するものである。本発明に使用される剥離紙の基材フィルムとしては、表面平
滑性、耐熱性等からポリエチレンテレフタレートが好適であり、これは表面離型処理型Ｐ
ＥＴフィルムともいう。該プラスチックフィルムの厚さは、特に制限はないが、通常、６
μｍ～２５０μｍ程度、１２μｍ～１００μｍ程度が好適である。この範囲未満であると
、薄くて機械的強度が不足し、切断したり、シワが発生したりするからである。また、こ
の範囲以上では、強度が過剰でありコストもかかるからである。
【０１２１】
　このような剥離紙に用いられる離型層としては、離型性を有する材料であれば、特に限
定されるものではないが、例えば、シリコーン樹脂、有機樹脂変性シリコーン樹脂、フッ
素樹脂、アミノアルキド樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、エマ
ルジョン方型、溶剤型、無溶剤型のいずれも使用することができる。
【０１２２】
　また、このような離型層の厚さは、特に制限はないが、通常０．０１μｍ～３μｍ程度
、０．０５μｍ程度～１μｍ程度とすることができる。この厚みが０．０１μｍ以下であ
る場合には、基材フィルムの被覆が十分ではなく剥離不良が発生するからである。一方、
厚みが３μｍより厚い場合には、未反応物や低分子のシリコーンの絶対量が増え、低分子
シリコーンの移行やブロッキングの原因となるからである。離型層の剥離力は、粘着剤テ
ープに対し、１～２０００ｍＮ／ｃｍ程度、さらに１００～１０００ｍＮ／ｃｍであるこ
とが好ましい。離型層の剥離力が１ｍＮ／ｃｍ未満の場合は、粘着シートや非粘着剤との
剥離力が弱く、剥がれたり部分的に浮いたりする。また２０００ｍＮ／ｃｍより大きい場
合は、離型層の剥離力が強く、剥離しにくい。安定した離型性や加工性の点で、ポリジメ
チルシロキサンを主成分とする付加及び／または重縮合型の剥離紙用硬化型シリコーン樹
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脂が好ましい。
【０１２３】
　このような離型層は、離型層成分を分散および／または溶解した塗布液、上記基材フィ
ルムの片面に塗布し、加熱乾燥および／または硬化させて形成する。該塗布液の塗布方法
としては、公知で任意の塗布方法が使用でき、例えば、ロールコート、リバースロールコ
ート、グラビアコート、グラビアリバースコート、コンマコート、バーコート、ワイヤー
バーコート、ロッドコート、キスコート、ナイフコート、ダイコート、フローコート、デ
ィップコート、スプレーコート等である。また、離型層は必要に応じて、基材フィルムの
少なくとも片面または全面の一部に形成すればよい。
【０１２４】
　４．その他
　ここで、本発明においては、第１ないし第３フィルムの各フィルムの層間接着力を制御
する方法も包含する。すなわち、上記の転写箔の層構成において、剥離層と基材との間の
層間接着力Ａと、剥離層と体積ホログラム層との間の層間接着力Ｂと、体積ホログラム層
と熱接着層との間の層間接着力Ｃの、相対関係並びにこのＢの値が、下記の関係を満足す
ることが好ましい。
層間接着力： Ｃ≧Ｂ＞Ａ
Ｂ値： ６００ｇｆ／２．５４ｍｍ幅　。
【０１２５】
　また、本発明の好ましい態様においては、剥離層が分子量２００００～１０００００程
度のアクリル系樹脂単独、または該アクリル系樹脂と分子量８０００～２００００の塩化
ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂とからなり、さらに添加剤として分子量１０００～５００
０のポリエステル樹脂が１～５質量％含有する組成物からなることが特に好ましい。
【０１２６】
　また、第２フィルムは、剥離紙、接着層、剥離紙からなり、両側が剥離層からなるもの
とすることができる。前述したように、第２フィルムから一方の剥離紙を剥がす際に、両
側の剥離紙の剥離力が同じでは、一方のみがスムースに剥がれない。このために、両側の
剥離紙の剥離力に差をつけておく。該剥離力の差は、剥離紙の基材フィルムに塗布されて
いる離型層を変えればよい。または当業者が強剥離タイプ、中剥離タイプ、弱剥離タイプ
、再剥離タイプ等と呼ぶグレードの剥離紙が市販されており、これらの中から適宜選択し
てもよい。
【０１２７】
　５．提供される発明
　以上のように、本発明においては、以下の発明を提供することができる。
　（１）基材と、上記基材上に形成された体積ホログラム層と、上記体積ホログラム層上
に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって、上記体積ホログラム層
の２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内、１２０℃における破断点伸度
が０．５％～３０％の範囲内であり、かつ上記熱接着層の２５℃における破断点伸度が０
．５％～１５％の範囲内であることを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　本発明によれば、熱接着層の破断点伸度を、体積ホログラム層の上記破断点伸度と同等
、またはそれ以下にすることで、ホログラム像の明るさを保ったまま、良好な箔切れ性を
持たせて、被転写体へ容易に転写することのできる転写性が改善された体積ホログラム転
写箔が提供される。
　（２）上記熱接着層が微粒子を含有することを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　これにより、上記熱接着層に脆性を付与することができ、熱接着層の破断点伸度を上記
の範囲内とすることが可能となる。
　（３）基材と、上記基材上に形成された体積ホログラム層と、上記体積ホログラム層上
に形成された熱接着層とを有する体積ホログラム転写箔であって、上記熱接着層が熱接着
性を有する合成樹脂と、平均粒子径が上記熱接着層の膜厚より小さい微粒子とを含有する
ことを特徴とする体積ホログラム転写箔。
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　（４）上記熱接着層の膜厚が１μｍ～１１μｍの範囲内であり、かつ上記微粒子の平均
粒子径が０．０５μｍ～１０μｍであることを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　（５）上記微粒子が、熱架橋性基および光架橋性基を有しないものであることを特徴と
する体積ホログラム転写箔。
　（６）上記体積ホログラム層の２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内
、１２０℃における破断点伸度が０．５％～３０％の範囲内であり、かつ上記熱接着層の
２５℃における破断点伸度が０．５％～１５％の範囲内であることを特徴とする体積ホロ
グラム転写箔。
　（７）上記微粒子が、熱可塑性を有し、かつガラス転移温度が１２０℃以上の有機微粒
子であることを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　（８）上記微粒子が、樹脂ビーズ顔料であることを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　（９）上記微粒子が、蛍光性微粒子であることを特徴とする体積ホログラム転写箔。
　（１０）上記基材と、上記体積ホログラム層との間に剥離層を有することを特徴とする
体積ホログラム転写箔。
【０１２８】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【０１２９】
　以下、実施例および比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【０１３０】
　（実施例１）
　「材料の準備」
　ホログラム形成層を有する第１フィルム（ＰＥＴフィルム／体積型ホログラム形成材料
／表面離型処理ＰＥＴフィルム）、剥離層を有する第３フィルム（剥離層／ＰＥＴフィル
ム）、及び微粒子を添加した熱接着層を有する第２フィルム（熱接着層／表面離型ＰＥＴ
フィルム）をそれぞれ独立の工程によって別々に用意した。
【０１３１】
　第１フィルムは、ＰＥＴフィルム（ルミラーＴ６０（５０μｍ）；東レ社製）上に下記
の感光性材料組成物を乾燥膜厚１０μｍになるように塗布し、表面離型処理ＰＥＴフィル
ム（トーセロ社製、ＳＰ－ＰＥＴ（３８μｍ））をラミネートして作製した。
【０１３２】
　感光性材料組成物
・ポリメチルメタクリレート系樹脂（分子量２００，０００）　　５００質量部
・３，９－ジエチル－３´－カルボキシルメチル－２，２´－チアカルボキシアニン沃素
塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
・ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート　　　　　６０質量部
・２，２´－ビス[４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル]プロパン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８００質量部
・ペンタエリスリトールポリグルシジルエーテル　　　　　　　　８００質量部
　第３フィルムはＰＥＴフィルム（ルミラーＴ６０（５０μｍ）；東レ社製））上に下記
の剥離層組成物を乾燥膜厚２μｍとなるように塗布して作製した。
【０１３３】
　剥離層組成物
・ポリメチルメタクリレート樹脂（Ｍｗ＝３５０００）　　　　　　９７質量部
・ポリエチレンワックス（Ｍｗ＝１００００）　　　　　　　　　　　３質量部
・ポリエステル（Ｍｗ＝１５００）　　　　　　　　　　　　　　０．３質量部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００質量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００質量部
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　第２フィルムは、表面離型処理ＰＥＴフィルム（ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）；トーセロ
社製）上に、下記の熱接着層組成物を乾燥後膜厚３μｍになるように塗布して作製した。
【０１３４】
　熱接着層組成物
・感熱性接着剤（Ａ－９２８；大日本インキ化学工業社製）　　　１００質量部
・シリカ微粒子（平均粒径５０ｎｍ）　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００質量部
・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
　「ホログラム記録・剥離性表面保護層の積層」
　まず、５１４ｎｍの波長を持つレーザー光を用いてリップマンホログラムを記録し、１
００℃で１０分加熱した第１フィルムの片面の表面離型処理ＰＥＴフィルムを剥がし、剥
がした面に第３フィルムの表面保護層面を８０℃にてラミネートした。これによりＰＥＴ
フィルム／剥離層／体積ホログラム／ＰＥＴフィルムからなる積層体を得た。
【０１３５】
　「熱接着層の積層」
　次に、ホログラム層を高圧水銀灯にて２５００ｍＪ／ｃｍ２の照射による定着処理した
後、感材に接するＰＥＴフィルムを剥がし、剥がした面に第２フィルムの感熱性接着剤面
を１３０℃にてラミネートした。これによりＰＥＴフィルム／剥離性表面保護層／体積ホ
ログラム層／微粒子を含んだ感熱性接着剤／表面離型処理ＰＥＴフィルムからなる本発明
の体積ホログラム転写箔の積層体を得た。
【０１３６】
　該実施例１のホログラム層の破断点伸度は２５℃では６％、１２０℃では１３％であっ
た。また、熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸度は６．４％であった。また、転
写性は、箔切れ性が非常に良好であった。また、ホログラム像も明るく、非常に観察しや
すい転写箔が得られた。
【０１３７】
　（比較例１）
　「材料の準備」
　第２フィルム（熱接着層）以外のフィルムは実施例１で使用した材料を使用する。
【０１３８】
　第２フィルムとして表面離型処理ＰＥＴフィルム（ＳＰ－ＰＥＴ（５０μｍ）；トーセ
ロ社製）上に、下記の熱接着層組成物を乾燥膜厚３μｍとなるように塗布して作製した。
【０１３９】
　熱接着層組成物
・感熱性接着剤（Ａ－９２８；大日本インキ化学工業社製）　　　１００質量部
・トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００質量部
　「ホログラム転写箔の作製」
　実施例１と同様の方法により、ＰＥＴフィルム／剥離性表面保護層／体積ホログラム／
微粒子を含まない感熱性接着剤／表面離型処理ＰＥＴフィルムからなる体積ホログラム転
写箔を得た。該比較例１の体積ホログラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃にお
ける破断点伸度は２０％以上であった。また、転写性は、感熱性接着剤の伸びのため、箔
切れ性が悪く、バリが発生して、被転写物に良好に転写することができなかった。
【０１４０】
　（実施例２）
　シリカ微粒子の代わりに、蛍光微粒子として、平均粒径１０μｍのルミノーバＧ－３０
０Ｆ（根元特殊化学社製、蛍光性顔料商品名）を用い、熱接着層を１１μｍとした以外は
、実施例１と同様にして体積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その
熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸度は１３．５％であった。また、転写性は箔
切れが非常に良好であった。また、ホログラム像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が
得られた。
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【０１４１】
　（実施例３）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（積水化成品工業社製テクポリマ
ーＭＢ－５：平均粒径５μｍ）２０質量部を用い、熱接着層の膜厚を６μｍとした以外は
、実施例１と同様にして体積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その
熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸度は５．３％であった。また、転写性は箔切
れが非常に良好であった。また、ホログラム像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が得
られた。
【０１４２】
　（実施例４）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（綜研化学社製ケミスノー・ＭＰ
－１０００：平均粒径４００ｎｍ）２０質量部を用いた以外は、実施例１と同様にして体
積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃
における破断点伸度は７．５％であった。また、転写性は箔切れが非常に良好であった。
また、ホログラム像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が得られた。
【０１４３】
　（実施例５）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（綜研化学社製ケミスノー・ＭＲ
－２Ｇ：平均粒径１μｍ）２０質量部を用いた以外は、実施例１と同様にして体積ホログ
ラム転写箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃における
破断点伸度は４．５％であった。また、転写性は箔切れが非常に良好であった。また、ホ
ログラム像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が得られた。
【０１４４】
　（実施例６）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（綜研化学社製ケミスノー・ＭＳ
－３００Ｘ：平均粒径１００ｎｍ）２０質量部を用いた以外は、実施例１と同様にして体
積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃
における破断点伸度は９．８％であった。また、転写性は箔切れが非常に良好であった。
また、ホログラム像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が得られた。
【０１４５】
　（実施例７）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（綜研化学社製ケミスノー・ＭＰ
－１０００：平均粒径４００ｎｍ）２０質量部を用い、熱接着層の膜厚を３μｍから１μ
ｍに変更した以外は、実施例１と同様にして体積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログ
ラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸度は７．５％であった。
また、転写性は箔切れが非常に良好であった。また、ホログラム像も明るく、非常に観察
しやすい転写箔が得られた。
【０１４６】
　（実施例８）
　シリカ微粒子を２００質量部用いた以外は、実施例１と同様にして体積ホログラム転写
箔を得た。該体積ホログラム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸
度は３．２％であった。また、転写性は箔切れが非常に良好であった。また、ホログラム
像も明るく、非常に観察しやすい転写箔が得られた。
【０１４７】
　（比較例２）
　実施例１に記載の体積ホログラム記録用感光性材料組成物を下記のとおりに変更した以
外は、実施例１と同様にして体積ホログラム転写箔を得た。
【０１４８】
　感光性材料組成物
・ポリ酢酸ビニル樹脂（分子量１００，０００）　　　　　　　　５００質量部
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・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　６００質量部
・２－エトキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　６００質量部
・ヘキサアリルピイミダゾール　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
・２，５－ビス[４－（ジエチルアミノ）フェニル]メチレン－シクロペンタノン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
　ホログラム層の破断点伸度は、２５℃で３０％、１２０℃では測定装置に設置直後に伸
びきってしまい、測定が不可能であった。また、転写性は、ホログラム層の伸びのため、
箔切れ性が悪く、バリが発生して、被転写物に良好に転写することができなかった。
【０１４９】
　（比較例３）
　シリカ微粒子２０質量部の代わりに、アクリル微粒子（綜研化学社製ケミスノー・ＭＲ
－２０Ｇ：平均粒径２０μｍ）２０質量部を用い、熱接着層の膜厚を３μｍから１１μｍ
に変更した以外は、実施例１と同様にして体積ホログラム転写箔を得た。該体積ホログラ
ム転写箔は、その熱接着層の接着剤の２５℃における破断点伸度は３．８％であった。微
粒子の平均粒径が熱接着層の膜厚より大きいため、微粒子の影響により熱接着層表面の凹
凸が大きく、ホログラム層との密着が悪く、被転写物に良好に転写することができなかっ
た。
【０１５０】
　（比較例４）
　感熱接着剤層の厚みを３μｍから１５μｍに変更した以外は、実施例１と同様にして体
積ホログラム転写箔を得た。この場合、熱接着層が厚すぎることから、被転写物に良好に
転写することができなかった。
【符号の説明】
【０１５１】
　１　…　基材
　２　…　体積ホログラム層
　３　…　熱接着層
　４　…　プライマー層
　５　…　剥離層
　６　…　被着体
　７　…　スタンパ
　８　…　基体
　９　…　剥離紙
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